
東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策①

中小企業庁金融課

１．特別相談窓口の設置 （日本公庫、商工中金、保証協会等）

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、
中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局等に「特別相談窓口」 ※

を設置しています。 ※ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/download/110313TGS-1.pdf

災害からの復旧に立ち上がる中小企業者を応援します。

以下の措置により、まずは被災中小企業の皆様が、被災現場の復旧作業や被災後の事業の立ち上げ
に注力していただけるような環境整備に万全を期します。

２．被災中小企業者の既往債務の負担軽減 （日本公庫・商工中金・保証協会）
東北地方太平洋沖地震による被災中小企業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、

返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応します。この点は、民間金融機関に対し
ては、金融庁・日本銀行から3月11日に要請※１済み、公的金融機関に対しては経済産業省
から3月14日に要請※２済みです。

また、日本公庫・商工中金においては、被災後、返済期日が到来していても、返済猶予の
申込みすら困難な状況が続くことが予想されるため、遅れて申込みをした場合でも、遡及し
て返済猶予に対応します。

さらに、被災中小企業者の実情に応じ、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの
迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、柔軟な条件変更を行
います。 ※１ http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.pdf ※２ http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110314TohokuEarthquake.htm



３．災害復旧貸付（日本公庫・沖縄公庫）・危機対応業務（商工中金）
１．制度概要
○長期的な資金（設備資金、運転資金）の融資を行うものです。今般の東北地方太平洋沖地震の
被災中小企業者がご利用になれます。

２．制度内容
①貸付限度額：日本公庫 中小事業 １．５億円、国民事業 ３千万円（いずれも別枠）

商工中金 １．５億円（別枠）
②貸付利率（※）：日本公庫 中小事業 １．７５％、国民事業 ２．２５％

商工中金 １．７５％
（※）貸付期間５年以内の基準利率（平成２３年３月１２日現在）。利率は返済期間等の事情により変動。

３ 特別措置の対象者
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３．特別措置の対象者

以下に該当する中小企業者等については金利の特別措置（上記貸付利率▲０．９％）が受けられま
す。（貸付後3年間、借入額のうち1千万円を上限とする。）
○直接被害を受けた方：事業所又は主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その

他これらに準ずる被害を受けた方（※１）

○間接被害を受けた方：被災事業者の事業活動に相当程度依存している等の要件を満たす方（※２）

※１．お申し込み前に市区町村等から罹災証明書の発行を受けてください。ただし、市区町村等が被災や復興等により罹災証明書
を発行することが困難な場合は、事後の提出を前提に、罹災証明書の発行前に融資を申し込むことができます。

※２．直接の被害を受けた事業者との取引依存度が2割以上の中小企業者等であって、借入申込後3ヶ月の売上額若しくは受注額
が前年同期に比して4割以上減少すると見込まれる又は借入申込直前2ヶ月の売上額若しくは受注額が前年同期に比して3割
以上減少した方が対象です。なお、直接の被害を受けた事業者（取引先）の罹災証明の写しが必要になります。また罹災証明
書の写しの入手が困難等の事情がございましたらお申し込み先にご相談ください。被害証明申請書に必要事項を記載の上、
お申し込み先にご提出ください。

４．お申し込み先

○日本公庫又は商工中金の支店（沖縄県内では沖縄公庫の支店）にお申し込み下さい。



４．災害関係保証 （保証協会）

１．制度概要

○金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、保証協会が保証を行います。東北地方太平洋沖
地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者がご利用になれます。

２．制度内容
①保証限度 無担保8千万円、普通2億円（一般保証とは別枠。 １００％保証。）
②保証料率 概ね０．８％以下（各保証協会にお問い合わせください。）
③資金用途 事業再建資金
④保証期間 個別に各保証協会とご相談ください。
⑤担保 弾力的に取扱います。
⑥保証人 原則不要（代表者保証は必要。）
本制度 対象者
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３．本制度の対象者

当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、倒壊・火災等の直接的な
被害を受けた事業所の所在地の市区町村等から、災害により被害を受けたことを証明する罹災証
明書の発行を受けた中小企業者。
ただし、申込者が激甚災害による被害を受けたものの、保証申込み時点で、災害直後の混乱や現

地の事情等により市区町村等が罹災証明書を発行することが困難な場合であって、災害救助法が

適用されている地域の市区町村等に発行を申請する場合については、事後の提出を条件に、発行

前でも保証の申込を行うことが可能。

なお、上記の中小企業者であれば、被災した地域以外の保証協会でも利用可能。例えば、本店所

在地が大阪市の企業で、被災地にある工場等が直接的な被害を受けた場合には、大阪市信用保証

協会を利用することが可能。

４．お申し込み先
○罹災証明書を持参し、保証協会にお申し込みください。


